
令和 5年 10月 4日 

 

保護者様 

                                       金光藤蔭高等学校 

総務部奨学金担当 

 

（給付型）令和 5年度大阪府育英会特別奨励生 募集要項 

 

資格 

以下のすべての要件を備え、在学する学校長及び入所する施設長が推薦する生

徒が対象です。 

（１）児童福祉法第 27 条第 1 項第 3 号に基づき、大阪府の児童相談所の設置よ

り、里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に養育されている者、児童

養護施設、障がい児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に

入所している者（契約より入所している者を含む。）、又は同法第 33条の 6第 1項

に基づく児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）に入居し、大阪府内に住所を

有している者。 

（２）本校に在学し、令和 6年 3月卒業見込みの者。 

（３）令和 6年 4月に学校教育法による大学、短期大学、専修学校専門課程（修業

年限 2年以上の過程に限る。）に進学予定の者。 

給付額  1人 10万円 

出願方法 

① 10月 10日（火）までに下の学内申請書を担任の先生に提出する 

      ⇓ 

② 担任の先生から申込書類を受け取る。 

   ア.申込書 イ.施設長等の推薦書 エ.学校長の推薦書 

         ⇓ 

③ 10 月 31 日（火）までに添付書類を付けて奨励生申込書類を担任の先生に提

出する。※期限を過ぎますと、申請手続きができません。ご注意ください。 

注意 
① 申請したら必ず給付されるとは限りません。御了承ください。 

② ３年生対象の特別奨励金です。（高等学校卒業後、引き続き進学予定者） 

 

切り取り線  

 
 

大阪府育英会特別奨励生学内申請書 
                 10月 10日（火）締め切り 
 

 （ ）年（ ）組（ ）番 名前（            ） 


